
再生可能エネルギー
再生可能エネルギーとは

再生可能エネルギーとは、太陽光や風力、地熱といった資源が枯渇せず繰り返し使え、発電時や
熱利用時に地球温暖化の原因となる二酸化炭素（CO2）をほとんど排出しないエネルギーのことです。
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出典：山口県地球温暖化対策実行計画（第２次計画改定版） 図：NEDO「新エネルギーガイドブック2008」をもとに作成

植物の成長過程における光合成によるCO２の吸収量と、その焼却
によるCO２の排出量が相殺され、燃やしてもCO２の排出をカウン
トしないとされています。

※2 バイオマス

※1 「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー
原料の有効な利用の促進に関する法律」 （エネルギー供給構造高度化法）

日本では７種類の再生可能エネルギーが法律※1で規定されています

※2

発
電

太陽光発電
シリコン半導体などに光が当たると電気が発生する現象を利用し、太陽の光エネルギーを太陽電池（半
導体素子）により直接電気に変換する発電方法

風力発電
風のエネルギーを電気エネルギーに変える発電方法
風車の高さやブレード（羽根）によって異なるものの、高効率で電気エネルギーに変換できる

水力発電
水が流れ落ちるエネルギーなどを利用した発電方法
水資源に恵まれた日本では、自然条件によらず一定量の電力を安定的に供給することが可能

地熱発電
地下を掘削し、坑井から噴出する天然の蒸気を利用した発電方法
発電に使った高温の蒸気・熱水は、農業用ハウスや魚の養殖、地域の暖房などに再利用できる

バイオマス発電
バイオマスとは、動植物などから生まれた生物資源（木くず、食品廃棄物、家畜排せつ物など）の総称
生物資源を「直接燃焼」したり「ガス化」するなどして発電する

熱
利
用

バイオマス燃料
生物資源からつくられる燃料。ペレット（間伐材や廃材など）などの固体燃料やバイオエタノール、
BDF（バイオディーゼル燃料）などの液体燃料、そして気体燃料と様々なものがある

バイオマス熱利用
生物資源を直接燃焼し、廃熱ボイラから発生する蒸気の熱を利用したり、生物資源を発酵させて発生し
たメタンガスを都市ガスの代わりに利用

太陽熱利用
太陽の熱エネルギーを太陽集熱器に集め、熱媒体を暖め給湯や冷暖房などに活用するシステム
機器の構成が単純であるため、導入の歴史は古く実績も多い

大気中の熱・自然
界の熱利用

・温度差熱利用
夏場は水温の方が温度が低く、冬場は水温の方が温度が高い。この、水の持つ熱をヒートポンプ（少
ないエネルギーで低温の熱源から熱を集めて高温の熱源へ送り込む装置）を用いて利用

・雪氷熱利用
冬の間に降った雪や、冷たい外気を使って凍らせた氷を保管し、冷熱が必要となる時季に利用
寒冷地の気象特性を活用するため、利用地域は限定される

出典：経済産業省「なっとく再生可能エネルギー」をもとに作成
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主要国の再生可能エネルギー導入状況

再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることから、エネルギー自給
率の改善にも寄与する重要な国産エネルギー源です。

2020年度の日本のエネルギー自給率は11.3％で、他のＯＥＣＤ諸国と比べて低い水準
2020年度の日本の再生可能エネルギー電力比率は約20％

主要国の一次エネルギー自給率比較（2020年） 主要国の発電電力量に占める再エネ比率の比較

出典：経済産業省「日本のエネルギー 2022」 出典：経済産業省「日本のエネルギー 2022」

日本の再生可能エネルギー導入状況

2012年の固定価格買取制度（FIT)の導入以降、再生可能エネルギーの設備容量は急速に伸びてい
ます。

また、2030年度のエネルギーミックスにおいて、再生可能エネルギー比率を36～38％程度として
おり、再生可能エネルギーの主力電源化などの取組が進められています。

出典：経済産業省「日本のエネルギー 2022」 出典：経済産業省「日本のエネルギー 2022」

2030年度のエネルギー需給の野心的な見通し全国の再エネ設備容量の推移
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◆再生可能エネルギーの課題
・季節や天候による発電量の変動や設備のコスト高
・設備容量の急速な伸びに対する国民負担（再エネ賦課金）の増大
・自然環境の保全や景観保持等、地域と共生したバランスの取れた導入
・FIT制度終了後の持続的な導入拡大の停滞への懸念 など

・技術開発などによるコストダウンの加速化

・FIT制度からの自立化（入札制の活用）

・災害時における活用、エネルギーの地産地消に資する仕組みの構築 など

固定価格買取制度（ＦＩＴ制度） ＦＩＰ(Feed-in Premium）制度

再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定
価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度。
電力会社が買い取る費用の一部を利用者から賦課金とい

う形で回収される。

再生可能エネルギーの電力市場への統合を図るため、
2022年度から、市場連動型の制度として導入された。
電気を、卸電力取引市場や相対取引により自ら市場で売

電する制度で市場価格をふまえて、一定のプレミアム（補
助額)が１ヶ月ごとに決定され、発電事業者に交付される。

国内では、2012年7月から、再生可能エネルギーの普及を加速させることを目的として固定価格
買取制度(FIT制度)が始まりました。また、国は、2022年4月にFIP制度を開始し、大規模太陽光発電
や風力発電などの競争力のある電源への成長が見込まれるものは、競争電源としてFIP制度への移行
を図っています。

出典：経済産業省ホームページ「なっとく再生可能エネルギー」をもとに作成

FIT制度

価格が一定で、収入はいつ発電しても同じ
→ 需要ピーク時（市場価格が高い）に

供給量を増やすインセンティブなし

FIP制度

補助額（プレミアム）が一定で、収入は市場価格に連動
→ 需要ピーク時（市場価格が高い時）に蓄電池の活用などで

供給量を増やすインセンティブあり
※補助額は、市場価格の水準にあわせて一定の頻度で更新

固定価格買取制度（FIT制度）で買い取られる再生可能エネル
ギー電気の買取に要した費用は、電気の使用者から広く集められる
再エネ賦課金によってまかなわれている。
再生可能エネルギーで発電された電気は、日々使う電気の一部と

して供給されるため、再エネ賦課金は、毎月の電気料金とあわせて
請求されている。

取組

電気料金 ＋ 再エネ賦課金※ ＝ 月々の電力会社への支払い

※使用した電気の量（ｋWh）×1.40円/ｋWh

再生可能エネルギー賦課金（再エネ賦課金）

出典：経済産業省ホームページ「なっとく再生可能エネルギー」をもとに作成

再生可能エネルギーFIT制度・FIP制度
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山口県の再生可能エネルギーの「発電出力」、「熱利用」及び「その他のエネルギー
の高度利用」に係る導入量及び2030年度の導入目標※は下表のとおりです。

※山口県地球温暖化対策実行計画（第２次計画改定版）に掲げた目標値

区分
基準

2013年度
導入状況
2021年度

導入目標
2030年度

発電出力※1 ５４７,０５７ｋW １,７７６,８３５ｋW ３,０００,０００ｋW

熱利用
太陽熱利用 １３,０９５件 １７,５８８件 ２５,０００件

地中熱利用 ２５３件 ２８４件 ３５０件

その他の
エネルギーの

高度利用※2

ガスコージェネレーション
システム※3 ７３４台 ２,８７５台 ５,２００台

燃料電池自動車等の導入
台数

― ３５台 ７００台

EV保有台数 ６３４台 １,７２１台 ２０,０００台

※１ 太陽光発電、風力発電、中小水力発電及びバイオマス発電の出力の合計値
※２ 再生可能エネルギーには含まれないものの、再生可能エネルギーの普及、エネルギー効率の飛躍的向上、エネルギー源の多様化に資する技術
※３ ガスの燃焼や燃料電池技術により発電しながら給湯もできる高効率なシステム

山口県の再生可能エネルギー導入状況及び導入目標

（参考）再生可能エネルギーの気候変動対策以外の効果

再生可能エネルギーは地球温暖化対策に資するだけではなく、地域の強靭性（レジリエンス）の強化にも資するものです。
例えば、災害時に停電しても、自宅に蓄電池と太陽光発電設備があれば、日中は太陽光発電設備で発電した電気で、夜間は蓄

電池に蓄えた電気により、復旧までの時間を凌ぐことができます。

再エネあり 再エネなし

動く蓄電池としての電気自動車(ＥＶ)

自宅に充放電設備を設置していれば、電気自
動車に蓄えた電気を自宅で活用することも可
能です。

ＥＶは車としてだけではなく、動く蓄電池とし
て活用することが期待されています。

EV



省・創・蓄エネ設備の導入促進
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山口県では、県内の豊富な日射量や風況、森林資源などの自然特性に加え、再生可能
エネルギーに関する県内産業の技術力を生かし、多様な再生可能エネルギーの導入に向
けた取組を推進しています。

「県産品」として登録された省・創・蓄エネ設備の導入を支援することで、住宅や事業所、施設への導入
を促進しています。

省エネ
断熱材、断熱サッシ、高効率給湯機、温水式床暖房、ヒートポンプ式セントラル空調システム、
家庭用燃料電池

創エネ
太陽熱利用給湯システム、太陽熱利用空調システム、地中熱利用システム、ペレットストーブ、
太陽光発電システム

蓄エネ 蓄電池

出典：山口県ホームページ（https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/kensanpin/101669.html）
及び山口県地球温暖化防止対策実行計画（第２次計画改定版）をもとに作成

家庭の「省・創・蓄エネ」の取組例とCO2削減効果

再生可能エネルギー導入促進の取組（山口県）
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「山口県企業局CO2フリープラン」の供給

山口県企業局では、水力発電による電気を、県産のCO2フリー電気として付加価値をつけて、県内の企
業に供給することを通じて、企業のCO2削減の取り組みを後押しするとともに、再生可能エネルギーの利
用拡大とエネルギーの地産地消を図っています。

山口県（企業局）

・水力発電所で発電
・水力発電所の供給能力向上
・県内の再エネ普及施策へ活用

小売電気事業者

・山口県産のCO2フリー電気を
県内企業へ供給

県内企業

・電気の使用に係るCO2排出係数が
ゼロ

・山口県の再エネ普及施策へ貢献

山口県産電気供給

CO2フリー
電 気

CO２フリーの付加
価値を含んだ料金

申込み

山口県企業局の水力発電所

山口県企業局の電気事業は、12か所（2023年度現在）の水力発電所を有し、発電した電気は小売電気
事業者に販売しています。
一般家庭の消費電力量を300kWｈ／月とすると、約5万世帯分に相当します。

水力発電

再生可能エネルギー導入促進の取組（山口県）

山口県内企業

発電所名 最大出力
(kW)

運転開始年

菅 野 発 電 所 14,500 1965(昭和40)年

水 越 発 電 所 1,300 1965(昭和40)年

徳 山 発 電 所 6,500 1965(昭和40)年

本 郷 川 発 電 所 260 1983(昭和58)年

生 見 川 発 電 所 1,800 1984(昭和59)年

小 瀬 川 発 電 所 630 1989(平成元)年

末 武 川 発 電 所 1,600 1992(平成４)年

佐 波 川 発 電 所 3,500 1956(昭和31)年

木 屋 川 発 電 所 1,850 1955(昭和30)年

新阿武川発電所 19,500 1975(昭和50)年

相 原 発 電 所 82 2014(平成26)年

宇部丸山発電所 130 2016(平成28)年

平 瀬 発 電 所 1,100 2024(令和6)年予定
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やまぐち再エネ電力利用事業所認定制度

県内の再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、バイオマス等）によって発電された電力の利用に積
極的に取り組む県内事業者を認定しています。

事業所で使用する電力を2030年度まで
に再エネ電力に転換することを宣言

出典：山口県ホームページ（https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/saienedenryokuriyouzigyuosyo/）をもとに作成

地域資源を活用した持続可能な地域づくり

環境、経済、社会が統合的に向上した自立・分散型の社会を形成するため、地域内の循環資源や分散型
エネルギー※1の最大限の活用により、持続可能な地域づくりを推進します。

分散型エネルギーの活用促進

地域の再生可能エネルギーや蓄電池、
EV等の分散型エネルギーを自立分散
型電源として活用し、エネルギーの地
産地消の推進や災害時の電源を確保
ゼロカーボン・ドライブ※2の実施など公
共施設等への分散型エネルギーの普
及拡大
ＩｏＴやＡＩを活用したエネルギーマネジ
メントの推進による分散型エネルギー
システムの構築

地域循環共生圏の構築推進

県民、事業者、金融、NPO等民間団体、
自治体などの各主体の連携・協働の
取組の検討・推進
先進的な取組事例の情報提供や事業
化に向けた助言等を通じた取組の
支援

県産再エネの活用拡大

公共施設での
再エネ電源確保

民間施設での
再エネ設備導入推進

蓄電池やEVによる
エネルギーの有効活用

防災拠点での再エネ導入
非常時の電源確保
EVの災害活用

住宅向け再エネの拡充
非常時の電源確保
余剰再エネの活用

※1 太陽光発電などの再生可能エネルギーや蓄電池など比較的小規模で地域に分散しているエネルギー
※2 再生可能エネルギー電力と電気自動車を組み合わせて活用する取組のこと

出典：山口県地球温暖化対策実行計画(第２次計画改定版）

やまぐち再エネ電力利用事業所（認定）

再エネ電力利用宣言事業所（登録）

実際に再エネ電力に切り替え
（調達割合：30％以上）

再生可能エネルギー導入促進の取組（山口県）


